
検針票の見方 

  

 

 

平成２６年１０月末検針票を使ってご

説明いたします。 

【検針日】平成２６年１０月２１日 

『１０月使用分』とは前回検針日９月２４日

から今回検針日１０月２１日までの１箇月

間の使用分ということです。 

今回（検針日１０月２１日）メーター

指示数が『３２１㎥』でした。前回（検針

日９月２４日）メーター指示数が『２９

２』でしたので、その差の『２９㎥』が今

回の水量になり、２９㎥分の料金『６,２

１０円』を、翌月である１１月にご請求

いたします。 

※下水道使用料も同様の表示を 

行っています 

《口座振替の方へのお知らせ》 

前々回の検針日８月下旬のメーター

指示数に基づいて、９月分としてご請

求する旨お知らせしてあった水道料

金６，２１０円を、９月３０日付けでお届

けの通帳から引き落としさせていただ

きました、という旨のお知らせです。 

 

既に８月末にお渡しした検針票に記

載の請求予定料金のお支払い結果

のお知らせです。 

 ※下水道使用料は経過措置期間中

（平成 26 年 10 月請求分）であり、

同じ使用水量でも請求金額が異

なっている場合があります。 


